
奈
良
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

民
生
委
員
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
民
生
委
員
協
議

会
を
組
織
す
る
区
域
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
奈
良
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号
（

民
生
委
員
の
定
数
及
び
民
生
委
員
協
議
会
を
組
織
す
る
区
域
の
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

民
生
委
員
協
議
会
を
組
織
す
る
区
域

１

大
和
高
田
市

高
田
地
区

片
塩
地
区

浮
孔
地
区

(一)

(二)

(三)

磐
園
地
区

土
庫
地
区

陵
西
地
区

(四)

(五)

(六)

菅
原
地
区

(七)
２

大
和
郡
山
市

郡
山
北
地
区

矢
田
地
区

昭
和
地
区

(一)

(二)

(三)

平
和
地
区

治
道
地
区

片
桐
地
区

(四)

(五)

(六)

西
田
中
地
区

筒
井
地
区

郡
山
西
地
区

(七)

(八)

(九)

郡
山
南
地
区

(十)
３

天
理
市

丹
波
市
地
区

二
階
堂
地
区

櫟
本
地
区

(一)

(二)

(三)

朝
和
地
区

福
住
地
区

柳
本
地
区

(四)

(五)

(六)

４

橿
原
市

畝
傍
地
区

八
木
地
区

今
井
地
区

(一)

(二)

(三)

真
菅
地
区

鴨
公
地
区

耳
成
地
区

(四)

(五)

(六)

金
橋
地
区

新
沢
地
区

香
久
山
地
区

(七)

(八)

(九)

白
橿
地
区

(十)
５

桜
井
市

桜
井
南
多
武
峰
地
区

桜
井
地
区

桜
井
西
地
区

(一)

(二)

(三)

城
島
地
区

安
倍
地
区

朝
倉
地
区

(四)

(五)

(六)

大
福
地
区

上
之
郷
地
区

初
瀬
地
区

(七)

(八)

(九)

三
輪
地
区

十
一

織
田
地
区

十
二

纒
向
地
区

(十)
６

五
條
市



五
條
地
区

牧
野
地
区

北
宇
智
地
区

(一)

(二)

(三)

宇
智
地
区

阿
太
地
区

野
原
・
南
宇
智
地
区

(四)

(五)

(六)

阪
合
部
地
区

西
吉
野
地
区

大
塔
地
区

(七)

(八)

(九)

７

御
所
市

御
所
地
区

秋
津
地
区

掖
上
地
区

(一)

(二)

(三)

葛
城
地
区

葛
地
区

吐
田
郷
地
区

(四)

(五)

(六)

大
正
地
区

(七)
８

生
駒
市

生
駒
北
第
一
地
区

生
駒
北
第
二
地
区

生
駒
西
地
区

(一)

(二)

(三)

生
駒
中
地
区

生
駒
東
地
区

生
駒
南
地
区

(四)

(五)

(六)

９

香
芝
市

香
芝
東
地
区

香
芝
中
地
区

香
芝
北
地
区

(一)

(二)

(三)


城
市

10

新
庄
地
区

當
麻
地
区

(一)

(二)

宇
陀
市

11

大
宇
陀
地
区

菟
田
野
地
区

榛
原
地
区

(一)

(二)

(三)

室
生
地
区

(四)
町
及
び
村
は
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
一
区
域
と
す
る
。
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